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「ベトナム株式取引」の提供開始のお知らせ 

 
 
株式会社 SBI 証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：井土太良、以下「当社」という。）は、

2011 年 1 月 17 日（予定）より「ベトナム株式取引」の提供を開始することとなりましたのでお知

らせいたします。 
 
このたび当社が提供する「ベトナム株式取引」は、原則ホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引

所に上場している全銘柄である約 600 銘柄をお取引いただけます。 
 
当社はこれまで、顧客中心主義の経営理念のもと「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサー

ビス」の提供に取り組んでまいりました。2003 年 8 月に米国株式取引を開始したのを皮切りに、

2005 年 3 月に中国株式取引、2005 年 5 月に韓国株式取引、2009 年 11 月には大手ネット証券初と

なるロシア株式の取扱いを開始しております。 
 

 このたびのベトナム株式取引の提供開始により、今後の高い経済成長が期待されるベトナムへの

投資機会を提供することが可能となり、ますます高まる個人投資家の皆様のグローバルな投資ニー

ズにお応えすることができるものと期待しております。 
 
 
｢ベトナム株式取引サービス｣の概要 
取引方法 電話注文のみの受付となりインターネット、モバイル端末、IVR

でのご注文は受付いたしておりません。 
取扱銘柄 ホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所上場の全銘柄（原則）

取引時間（日本時間） ホーチミン証券取引所 10:30～12:30 
ハノイ証券取引所   10:30～13:00 

注文受付時間 当社営業日の以下の時間帯 
日本時間：8：30～9：30（当日分の注文） 
     13：00～17：00（翌営業日分の注文） 

取引手数料 約定代金の 2.1％（税込） 
・最低手数料 1,260,000 ベトナムドン 
・売却時に損益に関わらず、売却代金の 0.1％をキャピタルゲイ

ン税として徴収いたします。 
・売却代金が最低手数料に満たない場合、約定代金の 52.5％を手

数料といたします。 
外国証券取引口座開設料・管理料 無料 
注文の種類 指値のみ 
呼値 ハノイ証券取引所（HNX）銘柄 

100 ドン刻み 
ホーチミン証券取引所（HOSE）銘柄 

5 万ドン未満 100 ドン刻み 
5 万ドン以上 10 万ドン未満 500 ドン刻み 
10 万ドン以上 1,000 ドン刻み 

注文有効 当日中 
取引単位 ホーチミン証券取引所（HOSE）：10 株単位 

ハノイ証券取引所（HNX）:100 株単位 
決済方法 ベトナムドンのみ 
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※ベトナム株式取引はベトナムドンでの完全前受金制となり、お

買付の際は事前に「為替取引（円⇒ベトナムドン）」を行ってい

ただく必要がございます。 
株式の保管 当社の名義で当社の指定する保管機関（Vietnam securities 

depository）に混蔵寄託され、ベトナムの法令及び慣行に従って

保管されます。 
 

※本サービスの詳細につきましては、当社 WEB サイトにてご確認ください。 
（http://www.sbisec.co.jp/） 
 
＜金融商品取引法に係る表示＞ 
商号等  株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 
登録番号 関東財務局長（金商）第 44 号 
加入協会 日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会 
 
「ベトナム株式の手数料等について」 
・ 約定代金の 2.1％（税込） 
・ 最低手数料 1,260,000 ベトナムドン 
・ 売却時に損益に関わらず、売却代金の 0.1％をキャピタルゲイン税として徴収いたします。 
・ 売却代金が最低手数料に満たない場合、約定代金の 52.5％を手数料といたします。 
 
「ベトナム株式のリスク情報について」 
・ 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。 
・ 外国株式は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 
 
 
************************************************************************************* 

本プレスリリースに関するお問い合わせ先 ： 経営企画部 03-5562-7215 
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